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別紙 

諮問第１７６５号 

 

答   申 

 

１ 審査会の結論 

  本件却下処分は、妥当である。 

 

２ 審査請求の内容 

  本件審査請求の趣旨は、東京都情報公開条例（平成 11 年東京都条例第５号。以下単に

「条例」という。）に基づき、審査請求人が行った「○○警察署協議会の議事録〇年〇月

～〇年〇月までに開催したもの」の開示請求に対し、警視総監が令和５年７月 25 日付け

で行った本件却下処分について、その取消しを求めるというものである。 

 

３ 本件審査請求に対する実施機関の説明要旨 

本件却下処分は、適正かつ妥当なものである。 

 

４ 審査会の判断 

（１）審議の経過 

本件審査請求は、令和６年５月20日に審査会へ諮問された。 

審査会は、令和７年10月16日に実施機関から理由説明書を収受し、同年10月29日（第

234回第三部会）及び同年11月26日（第235回第三部会）の２回、審議を行った。 

 

（２）審査会の判断 

審査会は、審査請求人の審査請求書及び反論書における主張並びに実施機関の弁明

書及び理由説明書における主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。 

 

  ア 警察署協議会会議録について 

    警察法（昭和29年法律第162号）53条の２第１項本文では、「警察署に、警察署協

議会を置くものとする。」と定め、同条２項において、「警察署協議会は、警察署の
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管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、

警察署長に対して意見を述べる機関とする。」と規定している。 

    また、実施機関は、警察署協議会運営要綱（平成22年12月17日付通達甲（総．企．

公管１）第６号。以下「協議会運営要綱」という。）第４、２において、警察署協議

会の会議が開催されたときは、議事概要を取りまとめた警察署協議会会議録（以下

「会議録」という。）を作成し、会議録は開催した警察署及び警視庁情報公開セン

ター（以下「情報公開センター」という。）において閲覧に供するものとする旨定め

ている。 

 

  イ 本件却下処分について 

    本件開示請求は、特定警察署において特定期間に実施された警察署協議会の会議

録の開示を求めるものであり、実施機関は、「警視庁○○警察署協議会会議録（令和

〇年度第〇回から第〇回）」（以下「本件対象公文書」という。）を特定し、本件対象

公文書は情報公開センターにおいて一般の閲覧に供されており、条例18条２項に該

当するとして本件却下処分を行った。 

 

ウ 条例の定めについて 

  条例18条２項は、「実施機関は、都の図書館等図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、

若しくは貸し出すことを目的とする施設において管理されている公文書であって、

一般に閲覧させ、若しくは貸し出すことができるとされているもの又はインター

ネットの利用その他実施機関の定める方法により公表若しくは提供を行っている

情報(以下「インターネットによる公表情報等」という。)と同一の情報が記載され

た公文書については、当該公文書の開示をしないものとする。この場合において、

実施機関は、当該公文書の開示を請求しようとするものに対して、当該公文書を閲

覧し、若しくは貸出しを受け、又はインターネットによる公表情報等を閲覧するた

めに必要となる情報を提供するものとする。」と規定している。 

   

エ 本件却下処分の妥当性について 

  審査請求人は、情報公開センターは運営の実態からして、条例18条２項の「都の

図書館等図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、若しくは貸し出すことを目的とする



 - 3 -

施設」（以下「都の図書館等の施設」という。）に該当しないこと、仮に本件却下処

分が誤りでないとしても同項所定の公文書を閲覧し、若しくは貸出しを受け、又は

インターネットによる公表情報等を閲覧するために必要となる情報の提供を受け

ておらず、手続に瑕疵がある等と主張している。 

  これに対し実施機関は、情報の公表及び提供に関する運用要綱（平成17年９月９

日付通達甲（副監．総．文．企）第19号。以下「公表提供要綱」という。）第４、３

において、情報公開センターで行う事務として「公安委員会及び警視総監が行う情

報の公表及び提供の説明、閲覧、視聴等に関すること」等と規定されていることに

加え、実施機関のホームページで公開している「警察施設の窓口業務の受付時間」

において、情報公開センターの受付内容に「情報の公表・提供に係る公文書の閲覧」

と規定されていることから、情報公開センターが条例18条２項に規定する都の図書

館等の施設に該当することは明らかであること、また、本件却下処分に係る開示請

求却下通知書の「２却下の理由」欄において本件対象公文書が情報公開センターに

おいて一般の閲覧に供されている旨を明記し、同通知書を審査請求人に対して通知

しており、これをもって、本件対象公文書を閲覧するために必要となる情報の提供

をしていることを主張する。 

  そこで、審査会が、実施機関のホームページを確認したところ、協議会運営要綱

及び公表提供要綱が公表されており、何人でもその内容は確認できるものである上、

協議会運営要綱には、会議録を情報公開センターにて閲覧に供すること、公表提供

要綱には、情報公開センターにおいて公文書の閲覧の事務を行うことが明記されて

いた。 

 加えて、審査会が事務局に確認させたところ、各警察署協議会の会議録は情報公

開センターに備え付けられており、何人に対しても閲覧に供されていた。 

  また、審査請求人は閲覧するために必要となる情報の提供を受けていない旨主張

するが、本件却下処分に係る開示請求却下通知書には、実施機関が主張するとおり

「２却下の理由」欄において、情報公開センターにおいて会議録は一般の閲覧に供

されていることが明記されているため、閲覧するために必要な情報が不足している

とは認められない。 

  したがって、本件対象公文書は、条例18条２項に規定する開示をしないものとす

る公文書に該当するものと認められることから、本件開示請求を却下した実施機関
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の処分は、妥当である。 

       

なお、審査請求人は、審査請求書等においてその他種々の主張を行っているが、こ

れらはいずれも審査会の判断を左右するものではない。 

 

  よって、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申に関与した委員の氏名） 

髙世 三郎、北𠩤 一夫、樋渡 利美、峰 ひろみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


